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※人口・高齢化率の数値は令和２年４月１日現在 

 
 
 
 令和２年４月 1 日 設置 

 事務局：取手市福祉部高齢福祉課、障害福祉課、取手市消費生活センター（共同事務局） 

 構成員 

市に関連する機関 地域包括支援センター（４カ所）、成年後見サポートセンター 

関係団体、関係機関、

事業者等 

ＮＰＯ法人とりで市民後見の会、介護サービス事業者 居宅介護支援事業所 住宅型有料老人

ホーム事業者 障害相談支援事業所 認知症疾患医療センター 金融機関 警察 弁護士 司

法書士 行政書士 社会福祉士 精神保健福祉士 等 水戸家庭裁判所（オブザーバー参加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

人口 107,017 人 
面積 69.94 ㎢ 

高齢化率（65 歳以上） 34.17％ 

地域包括支援センター数 ４ 
 

消費生活相談件数 

文書 ５ 

電話 932 

来訪 304 

Ⅰ．自治体概要 

茨城県取手市の取組 
～「成年後見制度利用促進連携協議会」と「消費者安全確保地域協議会」を兼ねた協議会～ 

１．自治体基礎情報 （令和元年度） 

▶ 平成 28 年５⽉、「成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律」（以下「促進法」という。）が施⾏
され、また、成年後⾒の市⻑申⽴てが増加する中、司法・福祉・医療専⾨職等の連携の必要性を
感じ、⾼齢福祉課が中⼼となり、成年後⾒制度利⽤推進連絡会を設置。消費⽣活センター、病院
相談員も連絡会メンバーに加わってもらった。   

                   
▶ 令和元年６⽉、厚⽣労働省社会・援護局から発出された「消費者安全確保地域協議会設置の⼿

引き」に関する事務連絡により、消費者安全確保地域協議会（以下「地域協議会」という。）につ
いての情報を得、成年後⾒制度利⽤促進審議会において、地域協議会との協働を検討し始めた。  

                      
 ▶ 令和元年 7 ⽉、⾼齢者や障がい者等、判断⼒が不⼗分となった⼈の消費者被害の防⽌の視点も

含めた権利擁護⽀援や成年後⾒制度の利⽤促進の強化に向けて取り組むため、「成年後⾒制度利
促進連携協議会」が「消費者安全確保地域協議会」の機能も兼ねて設置することを「成年後⾒制度
利⽤促進審議会」において決定した。 

２．取手市消費者安全確保地域協議会 

３．協議会設立の背景 

取手市 
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Step 時期 概要 
   

１． 

事前準備 

①  

 
 

平成 28 年度 

 

医療・福祉・司法のネットワーク構築が急務。促進法の施行に伴い「成

年後見制度利用推進連絡会」を設置・開設。消費生活センターもメン

バーに加わる。☝ポイント１ 

▶ 地域ケア個別会議等を通して、元々消費⽣活センターとは連携があった上、⾼齢者との
関わりも多いことから、消費⽣活センターをメンバーに加えた。 

 

２． 

事前準備 

②  
平成 30 年度 

成年後見制度利用促進基本計画の策定を念頭に、「成年後見制度利用

促進審議会」を設置し、事務局は高齢福祉課・障害福祉課に置いた。 

▶ この時点では、消費者安全法改正や地域協議会設置に関する情報は得ていなかった。 
 

３． 

情報収集 

 

 

令和元年

６月 

厚生労働省社会・援護局から「消費者安全確保地域協議会設置の手引

き」に関する事務連絡が発出されたことを受け、「消費者安全確保地

域協議会」について知識を得た。 

▶ 「消費者安全確保地域協議会設置の⼿引き」に関する厚⽣労働省事務連絡 資料１ 

 

４． 

検  討 

 

令和元年

７月 

令和元年度第２回成年後見制度利用促進審議会において、「成年後見

制度利用促進連携協議会」と「消費者安全確保地域協議会」を兼ねて

組織することを提案し、了承された。☝ポイント２   資料２  

▶ 「消費者安全確保地域協議会設置の⼿引き」に関する事務連絡を基に提案を⾏った。 
▶ 地域協議会の事務局は⾼齢福祉課・障害福祉課と消費⽣活センターの共同とした。 

☝ポイント３  

 
５． 

設  置 
令和２年

４月 

消費者安全確保地域協議会発足  

 

☝ポイント１ 成年後見制度利用推進連絡会  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 平成 28 年 5 ⽉、促進法が施⾏され、令和 3 年度末までに全国の⾃治体に「成年後⾒制度地域連携ネッ
トワークを構築」することが努⼒義務として課せられた。 

 平成 28 年度から⾼齢福祉課が中⼼となり「成年後⾒制度利⽤推進連絡会」を設置。この設置により、その
後の「地域連携ネットワーク」を作りやすい⼟台となり、「成年後⾒制度利⽤促進連携協議会」や「成年後⾒
制度利⽤促進審議会」の設置がスムーズに進んだ。なお、障害福祉課の職員にも参画してもらった。 

 

「成年後⾒制度利⽤促進連携協議会」とは地域連携ネットワークの実働部隊となる部分。地域協議会も兼ねる。 

「成年後⾒制度利⽤促進審議会」とは、成年後⾒利⽤促進基本計画の策定、進捗管理及び評価したりするための専⾨家会議。 

１．設立までのステップ 

Ⅱ．協議会設立までのプロセス 
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☝ポイント２ 地域協議会構成メンバーに期待する役割  

構成員 職種 期待する役割 

司法関係 弁護士、司法書士、行政書士 消費者被害に対する法的アドバイス 

医療・福祉関係 

医療機関相談員、地域包括支援センター、

介護支援専門員、介護老人福祉施設、グル

ープホーム、住宅型有料老人ホーム、障害

相談支援事業所、精神保健福祉士、社会福

祉士、成年後見サポートセンター 

本人、家族、地域住民等から情報提供があ

った場合の最初の相談窓口となり、関係機

関と連携した支援 

市民団体 ＮＰＯ法人とりで市民後見の会 必要に応じた見守り支援 

その他 

地元警察署、地元金融機関、水戸家庭裁判

所（オブザーバー参加） 

● 警察署には、医療・福祉関係者からの

情報提供に応じた支援 

● 金融機関には消費者被害の情報提供 

 
☝ポイント３ 地域協議会の事務局  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 立ち上げまでの会議回数  

ステップ４での

１回のみ 

成年後⾒制度利⽤推進協議会と地域協議会の構成員メンバーがほとんど重なっていたこと、弁護⼠
等、関係者には地域協議会と協働することのメリット等を事前説明していたことにより、審議会では異
論もなくスムーズに了解された。 

 

 立ち上げまでの職員体制 

⾼齢福祉課職員３名、障害福祉課職員１名、消費⽣活センター１名 
 

 

 

 なし 
地域協議会構成員に対する謝礼などの⽀払いもなく、予算化はしていない。 

２．協議会立ち上げまでの会議回数と職員体制 

 「成年後⾒制度利⽤促進連携協議会」事務局は⾼齢福祉課、障害福祉課であるが、地域協議会運営に関す
る関係機関との連絡・調整等の事務局は、消費⽣活センターが担うこととした。 

３．協議会関係予算（令和２年度予算） 

福祉部局等、既存のネットワークとの連携を検討する場合でも、役割分担を明確にするため、消費者⾏政部局の所管課を「共
同事務局」にするなどの⼯夫が必要︕これにより、既存のネットワークの運営主体（⾼齢福祉課）は構成員との連絡や⽇程調
整が可能となり、消費者⾏政部局所管課（消費⽣活課）では、今後作成予定である⾒守りリストの管理や個⼈情報の管理、被
害事例や消費者トラブルの傾向（チラシの提供など）に関する情報提供等の役割分担が可能になる。 

共同事務局とは 
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 消費者庁から情報の提供を受け見守りリストを作成（予定） 

 地域協議会を設置したことにより、消費者安全法第 11 条の２に基づいて、国（消費者庁）や他の⾃治体、
国⺠⽣活センターから、当該⾃治体に居住する住⺠の消費者被害に係る情報の提供を受けることが可能。この
提供を受けたデータと介護保険台帳や療育・精神台帳と突合して⾒守りリストを作成する。 

 なお、⾒守りリストの作成及び活⽤⽅法については、今後、地域協議会や個⼈情報保護審議会等で議論し、
検討する予定。 

Ⅲ． 個人情報の取扱い ⇒ 見守りリストの作成及び活用 
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ネットワークを通して競馬商法を発見し、成年後見制度につないだ事例 

70 歳代、⼀⼈暮らし男性。結婚歴なし。⼦供なし。 
当該男性が、地域担当の⺠⽣委員に「お⾦がなくて困っている。」と相談し、被害が発覚。⺠⽣委員が⾃宅を

訪ねたところ、サラリーマン⾦融からの督促状が⾒つかり、被害総額は約 3000 万円と分かった。⺠⽣委員は直ち
に地域包括⽀援センターに相談、相談は消費⽣活センターにも共有された。しかし、被害額が⼤きく、また判断
能⼒の低下が認められたことから、家庭裁判所に成年後⾒の市⻑申⽴てを⾏うことになった。後⾒⼈として弁護
⼠が選任され、⾃⼰破産での債務整理を⾏った後、被害⾼齢者は住宅型有料⽼⼈ホームに⼊居、現在、⽣
活保護を受給、介護サービスの提供を受けながら⽣活している。 

Ⅳ． ネットワークを活用した過去の取組事例 
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担当者から 

 
 成年後⾒のネットワーク作りを福祉部局である⾼齢福祉課が中⼼となって進めていたところ、「消費者安全

確保地域協議会」の設置について、厚⽣労働省社会・援護局の事務連絡が来て初めて知った。それを⾃
⾝の地域でいかせると思えるアンテナを持っていたことが重要だった。取⼿市では、元々消費⽣活センターとは
成年後⾒制度利⽤推進連絡会への参加をお願いしたときからのつながりがあったことが、アンテナにかかった
要因だった。 

 成年後⾒制度利⽤促進連携協議会と消費者安全確保地域協議会が協働することで消費⽣活センター
はもとより、警察との連携も⼀層深めることができた。 

 各地域包括⽀援センターが主催する年数回の研修会では、認知症サポーター養成講座と⼀緒に、消費⽣
活センター相談員等が出向いて、消費者被害に関する出前講座を⾏っている。これにより、地域包括⽀援
センターでは消費者被害に対する知識が根付いており、相談が⼊る最初の機関として重要な役割を担って
いる。 

 消費者被害と権利擁護⽀援（成年後⾒制度の利⽤促進）は密接に関わるので、成年後⾒中核機関
職員の基礎研修や応⽤研修で、消費者被害について、是⾮とも取り上げていただきたい。 

 
 
 


